
つるがしま市議会だより第１４０号〔９〕

　地方政治（市）は市長と議会議員の双方が市民から直接選ばれ

る、二元代表制で行われています。

　この中で市議会は、議事機関として市の重要な政策を決定する

「意志決定」と執行機関（市長等）の「批判・監視」の二つ役割

を担っており、地方分権が推進されている今、議会の役割はます

ます重要となっています。

　先進的な議会では、既に議会改革を断行し、市民に開かれた議会、市民の期待に応えられる議会づくりが

進められています。

　鶴ヶ島市議会においても、議長の提案に基づき、議員が一丸となって真の改革を進めています。

　鶴ヶ島市議会では、これまでにも２回にわたり議会改革のための検討委員会を設置し、議員定数の削減、

費用弁償・日当の廃止、政務調査費の精査、期末手当の削減の実施、委員会での一問一答方式の試行等を行

ってきました。

　これらの取り組みは、議員に対する経費を削減するのが主なものであり、議会機能の向上という視点から

は更なる改革の必要性があります。

　今回、設置された議会改革検討委員会は、このような経緯を踏まえ、二元代表制の一翼を確実に担い、市

民の皆さんの期待に的確に応えていく議会となるための真の改革に向け、昨年６月に発足しました。

◆これまでの議会改革の経緯

　議会が本来の機能を発揮するためには、議会の質を高め、活発な議論を経て政策を決定していくことが最

も重要です。そこで議会改革検討委員会では、もっと身近で、もっと確かな議会とするために、次の内容に

ついて取り組みを議論中であり、３月議会以降に順次実施予定です。

◆更なる改革を目指し議会改革検討委員会を設置

議会が担う重要な役割議会が担う重要な役割

　鶴ヶ島市議会は市民の皆さんから直接選ばれた議員で構成され、

鶴ヶ島市の重要な決定をしています。

　議会の議決が市民の皆さんの社会生活を左右することにもなりま

す。その意味では議会の質を高め、公平公正を基本に市民の皆さん

の意思を最大限に議会の決定に反映していくことが、最も重要であ

ると考えています。
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